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新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果と 

プライム市場基準充足への取組みについてのお知らせ 

当社は、2021年 12月７日開催の取締役会において、株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」と

いいます。）にて 2022年４月より適用される新市場区分について、プライム市場を選択することを決議しま

したので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１． 新市場区分における上場維持基準への適合状況に関する一次判定結果 

当社の移行基準日時点（2021年６月 30日）における上場維持基準への適合状況は以下の通りです。 

流通株式数 

（単位） 

流通株式 

時価総額 

流通株式比率 

（％） 

1日平均 

売買代金 

当社の状況 128,793 89.2億円 43.4 0.4億円 

上場維持基準 20,000 100億円 35.0 0.2億円 

適合状況 適合 不適合 適合 適合 

※当社の適合状況は、東京証券取引所が移行基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をも

とに算出を行ったものです。 

２． プライム市場基準の充足へ向けた取り組み 

上場企業が選択先の市場区分の上場維持基準に適合しない場合は、「上場維持基準の適合に向けた計

画書」を提出・開示することで、当面の間、経過措置が適用されることとなっております。 

プライム市場の上場維持基準充足に向けた具体的な計画につきましては、2021年 12月 30日までに東

京証券取引所へ提出及び開示を予定している「新市場区分の上場維持基準の適合に向けた計画書」を通

じてお知らせいたします。 

以 上 


